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■環境影響要因と環境影響評価項目の関連表
事業の内容、周辺地域の特性等か

ら判断して、環境への影響を予測・評
価する項目を11 項目選定しました。
選定した項目については、現地調査
や資料収集により現況を把握した上、
事業による環境への影響を予測・評価
し、より適切な環境への配慮を行いま
す。

５　環境影響要因の抽出及び環境影響評価項目の選定
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　方法書の内容について周知を図る必要がある「方法書対象地域」は、次の町丁となります。
●神奈川区
　鶴屋町一丁目、鶴屋町二丁目、鶴屋町三丁目、台町、高島台、金港町、大野町、栄町、青木町、上反町一丁目、
　上反町二丁目、桐畑、幸ケ谷、神奈川本町、東神奈川一丁目、東神奈川二丁目、神奈川二丁目、泉町、松ケ丘、
　沢渡、三ツ沢東町、三ツ沢中町、三ツ沢下町
●西区
　北幸一丁目、南幸一丁目、高島二丁目

４　方法書対象地域

現段階
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※方法書の縦覧及び意見書の提出等については、左ページをご参照ください。

環境影響評価（環境アセスメント）制度は、事業者自らが、その事業が環境に及ぼす影響について事前に調
査、予測、評価を行い、その結果を公表し、市民や市長から意見を聴くなどの手続を通じて、適切な環境保全対
策等を検討し、事業計画に反映させる制度です。手続の流れは次のとおりで、現在は方法書の段階となります。

事業の計画を立案するに当たり、環境の保全
について配慮すべき事項について検討を行
い、その内容を記載したもの。
環境への影響を調査・予測・評価する項目や、
調査・予測の手法などを記載したもの。
方法書等に基づき、環境への影響を調査・予
測・評価した結果などを記載したもの。
市長や住民等の意見を踏まえ、準備書の内容
に検討を加え、環境影響評価の最終的な評価
を記載したもの。

＜配慮書＞

＜方法書＞

＜準備書＞

＜評価書＞

３　環境影響評価条例の手続の流れ

●説明会開催日時
　1回目：平成27年10 月4 日（日）
　　　 　午前10時00 分～午前11 時30 分（予定）
　2回目：平成27年10 月5 日（月）
　　　 　午後7時00 分～午後8 時30 分（予定）

●説明会会場等
　会場：かながわ県民センターホール（2階ホール）
　　　　（神奈川区鶴屋町２-24-２）
アクセス：横浜駅西口・きた西口より徒歩5分

●ご連絡及びお願い事項
・受付は開催時間の30分前から開始いたします。
・事前の申込は不要です。ご都合の良い日に直接会場
にお越しください。
・方法書の説明は30分程度を予定しています。質疑
等の状況により、終了時間が早まる場合があります。
・第1回、第2回とも説明の内容は同じです。
・駐車場は限りがありますので、公共交通機関等をご
利用ください。

２　説明会の開催について

意見書用紙

提出期間

提出場所

縦覧場所窓口又はホームページから入手できます

平成27年9月25日（金）から平成27年11月9日（月）まで　※土・日・祝日を除く
（郵送の場合当日消印有効）
横浜市 環境創造局 環境影響評価課
　※郵送の場合　住　所：〒231-0017　横浜市中区港町１丁目１番地
　※持参の場合　所在地：横浜市中区真砂町２丁目22番地　関内中央ビル８階
横浜市 環境創造局 環境影響評価課ホームページからも意見書の電子申請ができます
　http://www.city.yokohama.lg.jp/kankyo/mamoru/asesu/

■意見書の提出について

閲覧 場所

開始日

縦覧

期間

場所
及び時間

横浜市 環境創造局 環境影響評価課ホームページ
　http://www.city.yokohama.lg.jp/kankyo/mamoru/asesu/
横浜市中央図書館、神奈川図書館（閲覧時間、休館日は各施設によって異なります）

平成27 年9 月25 日（金）から平成27 年11 月9 日（月）まで　※土・日・祝日を除く

横浜市 環境創造局 環境影響評価課（午前８時45分から午後５時15分まで）
　（横浜市中区真砂町２丁目22番地　関内中央ビル８階）
神奈川区役所 区政推進課 広報相談係（午前８時45分から午後５時まで）
　（神奈川区広台太田町3番地8）
西区役所 区政推進課 広報相談係（午前８時45分から午後５時まで）
　（西区中央一丁目5番10号）

■方法書の縦覧及び閲覧について

平成27 年9 月25 日（金）から

本事業の方法書は、下表のとおり縦覧及び閲覧を行います。方法書はどなたでもご覧になれます。また、方法書
の内容に関して環境保全の見地からご意見のある方は、縦覧期間中に意見書を提出することができます。

１　方法書の縦覧、閲覧及び意見書の提出について

平成27年9月吉日平成27年9月吉日

　このたび、「（仮称）横浜駅きた西口鶴屋地区第一種市街地再開発事業」では、横浜市環境影響評価条例に基づき、
「環境影響評価方法書」（以下、「方法書」という。）をとりまとめました。ついては、方法書の縦覧開始のお知らせをさせ
ていただくとともに、その概要に関する説明会を開催いたしますので、ご案内させていただきます。

横浜駅きた西口鶴屋地区市街地再開発準備組合

　このたび、「（仮称）横浜駅きた西口鶴屋地区第一種市街地再開発事業」では、横浜市環境影響評価条例に基づき、
「環境影響評価方法書」（以下、「方法書」という。）をとりまとめました。ついては、方法書の縦覧開始のお知らせをさせ
ていただくとともに、その概要に関する説明会を開催いたしますので、ご案内させていただきます。

横浜駅きた西口鶴屋地区市街地再開発準備組合

（仮称）横浜駅きた西口鶴屋地区第一種市街地再開発事業
「環境影響評価方法書」に関する縦覧及び説明会開催のお知らせ
（仮称）横浜駅きた西口鶴屋地区第一種市街地再開発事業
「環境影響評価方法書」に関する縦覧及び説明会開催のお知らせ
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９　お問合せ先
<方法書及び事業計画の内容について>
●横浜駅きた西口鶴屋地区
　　　　市街地再開発準備組合事務局（担当：濵田）
　横浜市西区南幸二丁目1番22号
   (㈱相鉄アーバンクリエイツ内）
　TEL:045-316-3389 ／ FAX:045-316-8722

<環境影響評価手続について>
●横浜市 環境創造局 環境影響評価課
　横浜市中区港町1丁目1番地
　TEL:045-671-2495 ／ FAX:045-663-7831
 http://www.city.yokohama.lg.jp/kankyo/mamoru/asesu/

■事業スケジュール（予定）

環境影響評価及び
都市計画手続等

建設工事

施設供用

平成27年度

　本事業は、平成33年度中の整備完了を予定しています。

８　事業スケジュール

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度 平成34年度
住宅施設、複合施設、宿泊施設

「エキサイトよこはま 22

横浜駅西口駅前・鶴屋町地区地区計画」

の一部を変更（予定）

商業地域（防火地域）

約 850％/75％

約 6,650 ㎡

約 4,980 ㎡

約 80,000 ㎡

約 55,000 ㎡

約 180m

地下 2階、地上 44階、塔屋 2階

主要用途

地区計画

用途地域

計画容積率 /建ぺい率

敷地面積

建築面積

延べ面積

容積対象床面積

建築物の高さ

階数

　対象事業実施区域の中央に建物低層
部、その上部に高層部を整備し、低層部に
は主に複合施設、高層部には下層に宿泊
施設、中・上層に住宅施設を配置する計画
としています。
　対象事業実施区域北側と西側は、本事
業において敷地の一部を交通広場や道路
として整備することで交通利便性の向上に
寄与していきます。なお、これら施設は横浜
市に移管していく計画です。
　さらに、本事業で整備する計画建物東側
の歩行者デッキは、その両側を「（仮称）横
浜駅西口駅ビル計画」によって整備される
デッキに接続させていきます。その結果、横
浜駅西口・きた西口から環状1号線（国道1
号）までの区間を歩車分離させ、かつ、安全
で快適な歩行者空間が形成され、横浜駅
周辺の利便性の向上に寄与できると考えて
います。

７　事業計画の内容

■事業計画の概要

■施設配置図
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この地図の作成にあたっては、横浜市発行の1/2,500地形図を使用しています。
（横浜市地形図複製承認番号 平27建都計第9104号）

横浜駅きた西口鶴屋地区
　　　　　市街地再開発準備組合 
理事長　　中山　久招
横浜市西区南幸二丁目1番22号

 

 

(仮称)横浜駅きた西口鶴屋地区
　　　　第一種市街地再開発事業

高層建築物の建設（第１分類事業）
　建築物の高さ　約180ｍ
　延べ面積　約80,000㎡

横浜市神奈川区鶴屋町一丁目の一部

事業者の指名
及び住所

対象事業の名称

対象事業の種類、
規模

対象事業実施区域

■対象事業の概要

　横浜駅周辺では、交通結節機能の強化・質の向上、自然災害に対する脆弱性の克服、横浜駅周辺の持つ資源
を活用、新たな魅力や価値を創出するための機能の更新や再生、魅力ある都市空間づくりなど、街全体の価値
を高めていくことが求められています。
　そのため、本事業では、計画建物を高層化させることで土地の有効利用を図り、商業・サービスなどの機能を
有した複合施設や宿泊施設を配置することで、横浜駅からつながる街のにぎわいを継承させるとともに、活動
の拠点としても機能させていきます。また、新たなまちづくりを進める先導的役割を担っていきます。

６　対象事業の概要
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複合・宿泊・
住宅車両入口
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壁面緑化壁面緑化壁面緑化

鉄道用地鉄道用地鉄道用地

対象事業実施区域

関連事業区域

計画建物 ( 高層部 )

計画建物 ( 低層部 )

歩行者デッキ (ﾍﾟﾃﾞｽﾄﾘｱﾝﾃﾞｯｷ)

緑地 ( 地上部 )

緑地 ( 人工基盤部 )

道路用地（整備後、横浜市に移管）

凡 例

※関連事業区域：本事業では、事業実施とともに、都市機能
の強化の一環として道路等の公共施設の更新・新設を行
っていきます。これらの整備範囲を関連事業区域として
います。具体的には、市道高島台116号線と市道高島台
106号線の拡幅、並びに交通広場を整備していきます。
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